
  第５回教育委員会臨時会　案件表

○ 日　時

令和６年11月26日（火）

○ 議　題

１ 議　案

(1) 議案第30号 令和６年度教育関係予算案（補正第２号）に関する意見について (資料1-1、1-2)

(2) 議案第31号 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に関する

意見について (資料２)

(3) 議案第32号 「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例」の制定依頼について (資料３)



議案第３０号 

 

 

 令和６年度教育関係予算案（補正第２号）に関する意見について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和６年11月26日 

 

    提出者 教育長  三 浦  康 彰 

 

 

 

 令和６年度教育関係予算案（補正第２号）に関する意見について 

 

 

 

 このことについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法

律第162号）第29条の規定にもとづき、練馬区長から参考資料のとおり意見を求

められたので、別紙のとおり回答する。 

 

 



 

 

 

 

令和６年度教育関係予算案（補正第２号）に関する意見について 

 

 

 

令和６年度教育関係予算案（補正第２号）について、当委員会として同意しま

す。 

別  紙 





一般会計　（教育費・こども家庭費）

【歳入】 単位：千円

款 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

教育関係予算 分担金及び負担金 944,956 944,956

使用料及び手数料 736,916 736,916

国庫支出金 20,969,275 20,969,275

都支出金 15,726,977 65,954 15,792,931

財産収入 47,506 47,506

寄付金 500 500

繰入金 3,779,000 3,779,000

繰越金 102 102

諸収入 103,943 103,943

特別区債 3,642,000 3,642,000

計 45,951,175 65,954 46,017,129

【歳出】 単位：千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

10　教育費 41,887,649 41,887,649

1 教育総務費 12,599,515 12,599,515

2 小学校費 12,686,598 12,686,598

3 中学校費 10,629,046 10,629,046

4 幼稚園費 5,972,490 5,972,490

11　こども家庭費 1 こども家庭費 80,501,470 106,744 80,608,214

計 122,389,119 106,744 122,495,863

単位：千円

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

328,148,896 218,939 328,367,835

令和６年度 教育関係予算案 （補正第２号）について

一般会計　歳出予算総額



款 項 目 補 正 額

106,744

１　こども家庭費 106,744

１ こども家庭 106,744 1 施設等運営支援臨時給付金経費 ⑱

　総務費 給付金

106,744

２　歳出

説 明

単位：千円

11　こども家庭費

単位：千円

限度額

41,837

41,837
区立施設および区立小中学校の電気保安点検業務委
託（120施設）

令和７年度

３　債務負担行為

事 項 期間

債 務 負 担 行 為 合 計

単位：千円

款 項 目 補正前の額 補正額 補正後の額

15,726,977 65,954 15,792,931

9,658,944 65,954 9,724,898

9 7,567,806 65,954 7,633,760

1 0 65,954 65,954

都支出金

都補助金

事業名

予算案の内容

１　歳入

こども家庭費補助金

保育所等物価高騰緊急対策事業費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



教育関係予算案（補正第２号）における事業

 (教育分野・子育て分野　共通事業)

(1) 施設等運営支援臨時給付金 106,744 千円

(2) 自家用電気工作物保守点検業務委託【債務負担】 41,837 千円

　当該委託事業について、例年委託している事業者から、令和７年度以降は受託できない
旨の申し出があった。他自治体も同様の対応が発生していることをふまえ、事業者（専門
職）を確保する観点から早期に契約事務を行うため、債務負担行為にて予算を計上する。

令和 ６年11月26日
教育委員会事務局

令 和 ６ 年 度　教 育 関 係 予 算 案 （ 補 正 第 ２ 号 ） に つ い て

　物価高騰に直面する私立幼稚園、保育所等の教育・子育て関連施設を対象に、負担軽減
に向けた緊急対策として、食材料費および光熱費の高騰分にかかる給付金を支給する。
（令和６年10月～令和７年３月分）























 

議案第32号 

 

 

「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の

制定依頼について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和６年１１月２６日 

 

    提出者 教育長  三 浦  康 彰 

 

 

 

「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の

制定依頼について 

 

 

 このことについて、別紙のとおり制定を練馬区長あて依頼するものとする。 
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令 和 6年 1 1 月 2 6 日 

教育振興部教育指導課 

 

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 
  特別区人事委員会勧告（令和６年10月９日）等に基づき、区立幼稚園教育職員に

対する給与の改定を行う。 

 
２ 改正の内容 

(1) 給料表の改定 
公民較差分の解消を図るため、給料表の引上げ改定を行う。 

(2) 期末手当および勤勉手当の改定（特別給全体の支給月数は別表のとおり） 
  ア 令和６年度以降の期末手当および勤勉手当の年間支給月数を引き上げる。 

令和６年度分 

職員の区分 手当 ６月期 12月期 年間 

一般職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.200月 1.300月 2.500月 

勤勉手当 1.125月 1.225月 2.350月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.675月 0.725月 1.400月 

勤勉手当 0.550月 0.600月 1.150月 

管理職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.025月 1.125月 2.150月 

勤勉手当 1.300月 1.400月 2.700月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.5875月 0.6375月 1.225月 

勤勉手当 0.6375月 0.6875月 1.325月 

会計年度任用職員 
期末手当 1.200月 1.300月 2.500月 

勤勉手当 1.125月 1.225月 2.350月 

 

イ 令和７年度以降の期末手当および勤勉手当の支給月数を６月期および12月期 

 が均等となるように配分する。 

   令和７年度以降分 

職員の区分 手当 ６月期 12月期 年間 

一般職員 
定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.250月 1.250月 2.500月 

勤勉手当 1.175月 1.175月 2.350月 



2 
 

定年前再任用短時間

勤務職員 
期末手当 0.700月 0.700月 1.400月 

勤勉手当 0.575月 0.575月 1.150月 

管理職員 

定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 

期末手当 1.075月 1.075月 2.150月 

勤勉手当 1.350月 1.350月 2.700月 

定年前再任用短時間

勤務職員 

期末手当 0.6125月 0.6125月 1.225月 

勤勉手当 0.6625月 0.6625月 1.325月 

会計年度任用職員 
期末手当 1.250月 1.250月 2.500月 

勤勉手当 1.175月 1.175月 2.350月 

⑶ 扶養手当の改正 

配偶者またはパートナーシップ関係の相手方（以下「配偶者等」という。）に 

係る扶養手当を段階的に廃止するとともに、子に係る扶養手当の月額を段階的に 

引き上げる。 

各年度における扶養手当の月額 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

配偶者等 6,000円 4,000円 2,000円 廃止 

子 9,000円 9,500円 10,000円 10,500円 

 

３ 施行期日  
(1) 給料表の改定 

公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

(2) 期末手当および勤勉手当の改定 

   ア 令和６年度分 

    公布の日から施行し、令和６年12月１日から適用する。 

  イ 令和７年度以降分 

    令和７年４月１日から施行する。 

(3)扶養手当の改定 

令和７年４月１日から施行する。 

 

扶養親族  

一般職員  

年 度  
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練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条改正関係） 

現 行 改正案 

（期末手当） （期末手当） 

第27条 ［略］ 第27条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の120を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。た

だし、第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に100分の102.5を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の130を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。た

だし、第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に100分の112.5を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の120」とあるのは「100分の

67.5」と、「100分の102.5」とあるのは

「100分の58.75」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の130」とあるのは「100分の

72.5」と、「100分の112.5」とあるのは

「100分の63.75」とする。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第30条 ［略］ 第30条 ［略］ 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の112.5（第10条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の130）を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の122.5（第10条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の140）を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の112.5」とあるのは「100分の

55」と、「100分の130」とあるのは

「100分の63.75」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の122.5」とあるのは「100分の

60」と、「100分の140」とあるのは

「100分の68.75」とする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 
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    付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。

（後略） 

 ２ 第１条の規定（第27条第２項および第

３項ならびに第30条第２項および第３項

の改正規定を除く。）による改正後の練

馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例（以下「第１条による改正後の条例」

という。）の規定は、令和６年４月１日

から適用する。 

 ３ 第１条の規定（第27条第２項および第

３項ならびに第30条第２項および第３項

の改正規定に限る。）による改正後の練

馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の規定は、令和６年12月１日から適用

する。 

 （令和６年４月１日から施行日の前日まで 

の間における異動者の号給） 

４ 令和６年４月１日から第１条の規定の

施行の日（以下「施行日」という。）の

前日までの間において、同条の規定によ

る改正前の練馬区立幼稚園教育職員の給

与に関する条例（以下「改正前の条例」

という。）の規定により、新たに給料表

の適用を受けることとなった職員および

その属する職務の級またはその受ける号

給に異動のあった職員のうち、特別区人

事委員会（以下「人事委員会」とい

う。）の定める職員の第１条による改正

後の条例の規定による当該適用または異

動の日における号給は、人事委員会が定

める。 

 （施行日から令和７年３月31日までの間に 

おける異動者の号給の調整） 

５ 施行日から令和７年３月31日までの間

において、第１条による改正後の条例の

規定により、新たに給料表の適用を受け

ることとなった職員およびその属する職
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務の級またはその受ける号給に異動のあ

った職員の当該適用または異動の日にお

ける号給については、当該適用または異

動について、まず改正前の条例の規定が

適用され、次いで当該適用または異動の

日から第１条による改正後の条例の規定

が適用されるものとした場合との均衡上

必要と認められる限度において、人事委

員会の定めるところにより、必要な調整

を行うことができる。 

 （給与の内払） 

６ 第１条による改正後の条例の規定を適

用する場合においては、改正前の条例の

規定に基づいて支給された給与は、第１

条による改正後の条例の規定による給与

の内払とみなす。 

 ７～９ ［略］ 

 （委任） 

10 付則第４項から第６項までに定めるも

ののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、人事委員会が定める。 

  

別表第１ ［略］ 別表第１ ［略］ 
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練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条改正関係） 

現 行 改正案 

（扶養手当） 

第11条 ［略] 

（扶養手当） 

第11条 ［略] 

２ 前項の扶養親族とは、つぎに掲げる者

で他に生計の途がなく、主としてその職

員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、つぎに掲げる者

で他に生計の途がなく、主としてその職

員の扶養を受けているものをいう。 

⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）またはパートナーシップ関

係（双方またはいずれか一方が性的マ

イノリティであり、互いを人生のパー

トナーとして、相互の人権を尊重し、

日常の生活において継続的に協力し合

うことを約した二者間の関係その他の

婚姻関係に相当すると任命権者が認め

る二者間の関係をいう。）の相手方 

［削る］ 

 ⑵～⑹ ［略］  ⑴～⑸ ［略］ 

３ 扶養手当の月額は、つぎの各号に掲げ

る扶養親族の区分に応じて、扶養親族１

人につき当該各号に掲げる額とする。 

３ 扶養手当の月額は、つぎの各号に掲げ

る扶養親族の区分に応じて、扶養親族１

人につき当該各号に掲げる額とする。 

 ⑴ 前項第１号および第３号から第６号

までに該当する扶養親族 6,000円 

⑴ 前項第１号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる子」という。）  

10,500円 

⑵ 前項第２号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる子」という。）  

9,000円 

４ ［略］ 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族 

がある場合または職員につぎの各号のい 

ずれかに該当する事実が生じた場合にお 

いては、その職員は、直ちにその旨を委 

員会に届け出なければならない。 

⑴ ［略］ 

⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者

がある場合（扶養親族たる子または前

条第２項第３号もしくは第５号に該当

する扶養親族が、満22歳に達した日以

⑵ 前項第２号から第５号までに該当す

る扶養親族 6,000円 

 

４ ［略］ 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族 

がある場合または職員につぎの各号のい 

ずれかに該当する事実が生じた場合にお 

いては、その職員は、直ちにその旨を委 

員会に届け出なければならない。 

⑴ ［略］ 

⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者

がある場合（扶養親族たる子または前

条第２項第２号もしくは第４号に該当

する扶養親族が、満22歳に達した日以
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後の最初の３月31日の経過により、扶

養親族たる要件を欠くに至った場合を

除く。） 

２～４ ［略] 

後の最初の３月31日の経過により、扶

養親族たる要件を欠くに至った場合を

除く。） 

２～４ ［略] 

  

（期末手当） 

第27条 ［略］ 

（期末手当） 

第27条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の130を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。た

だし、第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に100分の112.5を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に

100分の125を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。た

だし、第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に100分の107.5を乗じて

得た額に、規則で定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の130」とあるのは「100分の

72.5」と、「100分の112.5」とあるのは

「100分の63.75」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の125」とあるのは「100分の

70」と、「100分の107.5」とあるのは

「100分の61.25」とする。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第30条 ［略］ 第30条 ［略］ 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の122.5（第10条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の140）を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎

額に、勤務成績に応じて規則で定める支

給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、委員会が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に

100分の117.5（第10条の規定に基づき管

理職手当の支給を受ける職員にあっては

100分の135）を乗じて得た額の総額を超

えてはならない。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の122.5」とあるのは「100分の

60」と、「100分の140」とあるのは

「100分の68.75」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中

「100分の117.5」とあるのは「100分の

57.5」と、「100分の135」とあるのは

「100分の66.25」とする。 
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４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

 （施行期日等） 

 １ （前略）ただし、第２条および付則第

７項から第９項までの規定は、令和７年

４月１日から施行する。 

 ２～６ ［略］ 

 （扶養手当に関する特例措置） 

７ 令和７年４月１日から令和８年３月31

日までの間における第２条の規定による

改正後の練馬区立幼稚園教育職員の給与

に関する条例（以下「第２条による改正

後の条例」という。）第11条第３項の規

定の適用については、同項第１号中

「10,500円」とあるのは、「9,500円」

とする。 

８ 令和８年４月１日から令和９年３月31

日までの間における第２条による改正後

の条例第11条第３項の規定の適用につい

ては、同項第１号中「10,500円」とある

のは、「10,000円」とする。 

９ 令和７年４月１日から令和９年３月31

日までの間において、第２条の規定によ

る改正前の練馬区立幼稚園教育職員の給

与に関する条例第11条第２項第１号に規 

定する配偶者またはパートナーシップ関

係の相手方を扶養する職員については、

第２条による改正後の条例第11条第２項

および第３項の規定にかかわらず、当該

職員に対し、つぎの各号に掲げる年度に

限り、当該各号に定める月額の扶養手当

を支給するものとする。 

  ⑴ 令和７年度 4,000円 

 ⑵ 令和８年度 2,000円 

 10 ［略］ 
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